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図書館マイナンバーカード認証システム構築業務委託 

公募型プロポーザル競争実施要領 

１ 目的 

本要領は、図書館マイナンバーカード認証システム構築業務委託を実施するに当た

り、当業務委託の履行に最も適した契約の相手方となる候補者（以下「契約候補者」

という。）を選定するため、公募型プロポーザル競争の実施に必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

（1）名称：図書館マイナンバーカード認証システム構築業務委託 

（2）目的：本業務は、市役所の業務時間外、図書館閉館時間にも図書館利用登録

申請を可能とすることで、利用者の利便性向上を図り、図書館利用者

の増加及並びに電子書籍貸出数の増加を目指すにあたり、利用者がマ

イナンバーカードを保有している場合は、公的個人認証サービスと連

携することにより、来館することなく図書館利用登録が完了する仕組

みを導入することを目的とする。 

（3）内容 

  ア 計画準備 

  イ 登録申請用LINE（LIFF）アプリ（利用者向け）構築業務 

  ウ 図書館管理用Webシステム（図書館スタッフ向け）構築業務 

  エ 非機能要件（保守・運用、会議録等作成 等） 

  オ 導入運用支援 

（4）委託期間 契約締結日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 予算額 

業務委託に要する費用の上限は、３，９１６，０００円（消費税及び地方消費税

を含む。）とする。 

 

４ 実施形式 公募型プロポーザル競争 

 

５ 参加資格 

（1） プロポーザル競争に参加できる者は、公告から契約候補者の選定までの間にお
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いて、次に掲げる要件を満たす者とする。 

ア 熊谷市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則（平成１８年規則第

８１号）又は熊谷市物品等競争入札参加者の資格等に関する規則（平成１８年規

則第８２号）に基づく資格者名簿に登載されていること。 

イ 熊谷市建設工事等の契約に関する入札参加停止等措置要綱（平成１７年訓令第６

２号）又は熊谷市物品の買入れ等の契約に関する入札参加停止等措置要綱（平成１

９年訓令第５０号）による措置を受けていないこと。 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項、第２項及

び第３項の規定に該当しないこと。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをして

いる者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の

決定を受けている者を除く。）でないこと。 

オ 次の（ア）から（カ）までのいずれの場合にも該当しないこと。 

 （ア） 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又は支

店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められると

き。 

 （イ） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与してい

ると認められるとき。 

（ウ） 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ

るとき。 

（エ） 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など、直接的又は積極的に、暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いると認められるとき。 

（オ） 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

（カ） 契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該

者と契約を締結したと認められるとき。 



3 

 

カ 平成３１（令和元）年度から令和５年度までの間に、地方公共団体もしくは、

地方公共団体を含む協議会等に、行政サービス係るシステム構築業務に類する業

務の納入実績を有していること。 

キ アの規定に関わらず、プロポーザル競争の実施に必要とされる場合において、

資格者名簿の未登載の者に対しては、次に掲げる書類の提出による審査を行い、

適当と認められるときは、当該プロポーザル競争に参加させることができる。 

（ア）概要書（参考様式１） 

（イ）使用印鑑届（参考様式２） 

（ウ）履歴事項全部証明書 

（エ）財務諸表（直近年度） 

（オ）直近年度の法人市民税（市内業者の場合）、法人税、消費税及び地方消費税

の納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 

(カ) 業務実績関係書類 

(2) 協力連携事業者要件 

単体の法人が本業務の提案をするにあたり、業務遂行の円滑かつ実現性の高い

計画とするため、協力できる事業者との連携を行う場合は、５ 参加資格に掲げる

（1）イからオの要件すべてを満たす事業者と連携することとする。 

 

６ 参加申込手続 

ア プロポーザル競争に参加を希望する者は、提出期限までにデータ又は書面で次

の書類を提出すること。 

 必要書類（様式） 書面の場合の部数 

ア 参加申込書（様式２） １部 

イ 会社等概要整理表（様式３及び事業について包括的

に記載しているパンフレット等） 

８部 

ウ 業務実績調査書（様式４） ８部 

エ ５⑵に該当する場合はその書類 １部 

イ 提出期限 令和６年５月２０日（月）１７時まで 

ウ 提出先  市長公室政策調査課（〒360-8601熊谷市宮町二丁目４７番地 1） 

エ 提出方法 メール、持参又は郵送により提出すること。 

 ※ メールアドレス seisakuchosaアットマーク city.kumagaya.lg.jp 

          （“アットマーク”部分は「＠」に置き換えてください。） 
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※  郵送による場合は、提出期限までに提出先に必着とし、受取日時及び配達さ

れたことが証明できる方法による。なお、郵便事故等については、市は一切の

責任を負わないものとする。 

 

７ 質問及び回答 

質問がある場合は、質問書（様式１）に質問事項を記載の上、電子メールにより提

出する。 

  ※ 電話又は口頭による質問は受け付けない。 

  ※ 必要に応じて、電話により着信の確認をすることができる。 

ア 質問期限 令和６年５月１０日（金）１５時まで 

イ 提出先 市長公室政策調査課 

    電子メール seisakuchosaアットマーク city.kumagaya.lg.jp 

           ※“アットマーク”部分は「＠」に置き換えてください。 

  ウ 回答方法 質問及び回答については熊谷市ホームページに掲載する。 

エ 回答日  令和６年５月１４日（火） 

 

８ 企画提案（プロポーザル）手続 

ア 企画提案（プロポーザル）競争への参加資格が認められた者は、提出期限まで

にデータ又は書面で次の書類を提出すること。 

 必要書類（様式） 書面の場合の部数 

ア 企画提案書（表紙：様式５、内容は様式自由） ８部 

イ 見積書（Ａ４判様式任意） ８部 

ウ その他必要とする書類 ８部 

 (ア)企画提案書（表紙：様式５、内容は様式自由、ただし３０ページ以内とす

ること）                 ８部（正本１部副本７部） 

（イ）見積書（Ａ４判様式任意）               ８部（正本１部副本７部） 

（ウ）その他必要とする書類           ８部（正本１部副本７部） 

  イ 提出部数 書面の場合は一式ごとにファイリングし、８部用意すること。 

ウ 提出期限 令和６年５月２７日（月）１７時まで 

エ 提出先  市長公室政策調査課（〒360-8601熊谷市宮町二丁目４７番地 1） 

オ 提出方法 メール、持参又は郵送により提出すること。 

 ※ メールアドレス seisakuchosaアットマーク city.kumagaya.lg.jp 
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          （“アットマーク”部分は「＠」に置き換えてください。） 

※  郵送による場合は、提出期限までに提出先に必着とし、受取日時及び配達

されたことが証明できる方法による。なお、郵便事故等については、市は一

切の責任を負わないものとする。 

 

９ 企画提案書作成方法 

 企画提案書の構成は以下のとおりとし、表紙のほか、任意の様式で作成すること。 

（1）提案書の構成 

  ア 企画提案書表紙（様式５） 

  イ 企画提案書（様式自由） ※ただし、３０ページ以内とする 

（ア）実施体制、スケジュール、業務実績について 

・本業務の実施にあたり必要な実施体制に関する考え方 

・仕様書を踏まえた導入スケジュールの提案 

・業務実績１０件以内 

（イ）登録申請用 LINE（LIFF）アプリ（利用者向け）構築方法 

（ウ）図書館管理用 Webシステム（図書館スタッフ向け）構築方法 

（エ）セキュリティ要件 

（オ）非機能要件（保守・運用、会議録等作成 等） 

（カ）その他有益な提案 

ウ 業務工程表（様式６） 

エ 業務従事者実績調書（様式７） 

オ 業務実施体制及び体制図（様式８） 

カ その他必要に応じて資料を添付 

 

１０ 審査方法 

  本要領、仕様書等に基づき、企画提案書等について、以下の方法により審査を行う。 

（1）参加資格審査 

  ア 審査方法 

    一次審査のため提出された参加申込書、会社等概要整理表及び業務実績調査に

ついて、政策調査課において書面審査し、二次審査対象を選出する。 

  イ 通知 

    書面審査で二次審査対象として選出された者に「二次審査に関する通知」を行
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う。なお、一次審査で各条件を満たしていなかった者、また二次審査対象に選

出されなかった者については、その旨を書面にて通知する。 

 

（2）企画提案（プロポーザル）審査 

本要領、仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、以下の方法によ

り図書館マイナンバーカード認証システム構築業務委託プロポーザル審査委員会

（以下、「審査委員会」という。）が審査を行う。 

  ア 審査方法 

（ア）日  時 令和６年６月３日（月） 

          （「二次審査に関する通知」により別途通知する。） 

  （イ）場  所 熊谷市宮町二丁目３９番地 

商工会館３階３号室 ※熊谷市役所となり 

（ウ）持ち時間 各者３０分以内（プレゼンテーション２０分以内、質疑・応答 

１０分以内） 

  （エ）内  容 提案書の内容について説明を行い、審査委員会委員が行う質問に

回答する。追加資料は不可とし、提案書の概要版の配布は可とする。 

  （オ）特別な理由がなく開始時刻に遅れた場合は失格とする。 

  イ 評価方法 

  （ア）採点 

     審査委員会委員が評価採点基準項目ごとに評価した配点から、委員ごとの評

価点を算出し、各委員の評価点を合計して合計評価点とする。 

  （イ）選定 

     合計評価点で最高点を得たものを契約候補者として特定する。なお、最高点

を得た者が２者以上ある場合は、「登録申請用 LINE（LIFF）アプリ（利用者

向け）構築方法」及び「図書館管理用 Web システム（図書館スタッフ向け）構

築方法」の合計点数が最も高い者を候補者とする。更に同点の場合、「セキュ

リティ要件」の点数の最も高い者を契約候補者とする。 

     最高点に続く合計評価点を得た者を次点候補者、第３位の合計評価点を得た

者を第３候補者として特定する。 
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（ウ）評価採点基準及び配点表（審査委員会委員１人当たり） 

評価採点基準項目 配点 

実施体制、スケジュール、業務実績 １０点 

登録申請用 LINE（LIFF）アプリ（利用者向け）構築方法 ２０点 

図書館管理用 Webシステム（図書館スタッフ向け）構築方法 ２０点 

セキュリティ要件 １０点 

非機能要件（保守・運用、会議録等作成 等） １０点 

その他有益な提案に関すること １０点 

提案価格 
２０点×最低提案価格 

提案価格 

合   計 １００点 

（エ）評価点の考え方（提案価格以外） 

     各審査委員会委員は、評価採点基準項目ごとに、最も優れた提案をした１者

のみに満点を付し、それに比較して他者には２点以上減点した点数を付す。

（他者の点数は同点数可） 

なお、参加者が１者の場合は、上記にかかわらず、評価採点基準項目ごとに、

当該提案に対し相当と認める点数を付することとする。 

  （オ）最低基準点の設定 

     最低基準点については、合計評価点が６割以上とする。ただし、１者のみ応

募の場合は、配点表の合計点から提案価格点を除いた点数の６割とする。 

（カ）プロポーザルの参加資格が無効となる場合 

     提出書類に虚偽の記載があった場合、参加資格を無効とし、評価採点の対象

としない。 

  ウ その他 

    機器等必要な場合は以下のとおりとする。 

  （ア）パソコン等は提案者が用意すること。 

  （イ）プロジェクター（HDMI接続）及びスクリーンは市が用意する。 

 

１１ 選定結果 

（1）通知方法 プロポーザル競争参加者に対して文書により通知する。 

（2）通知時期 令和６年６月７日（金） 
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（3）選定結果の公表 

選定過程の透明性を確保するため、次の事項を熊谷市ホームページにおいて公

表する。なお、選定されなかった提案者が１者であった場合は、当該提案者の評価

点は公表しない。 

ア 契約候補者の名称 

イ 全提案者の名称 ※申込順 

ウ 全提案者の評価点 ※得点順 

エ 契約候補者の選定理由 

オ 図書館マイナンバー認証システム構築業務委託プロポーザル審査委員会委員

の氏名及び選任理由 

 

１２ 契約締結 

  選定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約を締結す

る。なお、この場合、契約候補者はあらためて見積書を提出するものとする。 

 

１３ 提出書類の取扱い 

（1）提出された全ての書類は、返却しない。 

（2）提出後の追加、修正及び削除は認めない。 

（3）提出された書類は、提出した者に無断でプロポーザル競争に係る審査以外には利

用しない。 

（4）市が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることができる。 

（5）提案書の提出は、１者１案とする。 

 

１４ 情報公開及び提供 

  プロポーザル競争における契約候補者選定の過程等の透明性を確保するため、プロ

ポーザル競争の実施に関する情報を以下に基づき公開及び提供するものとする。 

ただし、企画提案者の正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合が

あり、プロポーザル競争の契約候補者選定に影響を及ぼす恐れがある情報は選定後の

公開とする。 

⑴ 熊谷市情報公開条例（平成１７年条例第１０号）の規定に基づき公開する。 

⑵ 契約候補者選定に影響を及ぼさないよう行う。 

⑶ 提案者の正当な利益を害さないよう行う。 
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⑷ 選定結果の公表は、次の内容を標準とする。 

  ただし、提案者が２者の場合は、評価点の公表は契約候補者のみとする。 

① 契約候補者の名称 

② 全提案者の名称 ※ 申込順 

③ 全提案者の評価点 ※ 得点順 

④ 契約候補者の選定理由 

⑤ プロポーザル審査委員会委員の氏名及び選任理由 

⑸ 各号に掲げるもののほか、市ホームページ等を活用し情報提供するよう努める。 

① 契約候補者選定前 

実施要領 

② 契約候補者選定後 

プロポーザル審査委員会設置要綱 

 

１５ その他 

（1）言語及び通貨単位 

手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（2）費用負担 

書類作成及び提出に係る費用等、必要な経費は全て提出者の負担とする。また、

やむを得ない理由によりプロポーザル競争を中止する場合、プロポーザル競争に要

した費用については市に請求できないものとする。 

（3）参加辞退の場合 

参加申込書又は企画提案書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、参加を

辞退する旨を記載した書面（様式は任意）を、速やかに市に提出するものとする。 

（4）失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

  ア 参加資格要件を満たしていない場合 

  イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ウ 実施要領等で示し、提出期限、提出先、提出方法、書類作成方法等の条件に適

合しない書類の提出があった場合 

  エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

  オ 見積書の金額が、「３ 予算額」を超過した場合 
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（5）著作権等の権利 

企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。

ただし、契約候補者に選定された者が作成した企画提案書等の書類については、市

が必要と認める場合、市は、契約候補者にあらかじめ通知することによりその一部

又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）できるものとする。 

  

１６ 日程 

令和６年４月３０日（火）実施公告及び参加申込及び質問受付開始 

５月１０日（金）質問締切（１５時まで） 

       ５月１４日（火）質問に対する回答日 

５月２０日（月）参加申込及び参加資格審査提出書類提出締切 

５月２２日（水）参加資格審査結果通知 

       ５月２７日（月）企画提案（プロポーザル）審査提出書類提出締切 

６月 ３日（月）プレゼンテーション審査 

６月 ７日（金）選定結果通知 

 

１７ 問合せ先 

  熊谷市市長公室政策調査課 担当：小田嶋 

  住 所：〒３６０－８６０１ 熊谷市宮町二丁目４７番地１ 

  電 話：０４８－５２４－１１１１（内線３１７） 

  ＦＡＸ：０４８－５２５－９２２２ 

  電子メール：seisakuchosaアットマーク city.kumagaya.lg.jp 

         ※“アットマーク”部分は「＠」に置き換えてください。 


